
1 

行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月14日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第８号 

行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱規則の一部を改正する規則 

 行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱規則（昭和62年新潟県規則第28号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  

別記 

第１号様式（第３条関係） 

費用弁償請求書 

 （略） 

市町村長  氏    名   

 （略） 

 

別 紙 

行旅病人（死亡人）何某（氏名不明男女）救護（取

扱）費計算書 

 （略） 

市町村長  氏    名   

 備考 （略） 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

費用弁償請求書 

 （略） 

市町村長  氏    名 □印  

 （略） 

 

別 紙 

行旅病人（死亡人）何某（氏名不明男女）救護（取

扱）費計算書 

 （略） 

市町村長  氏    名 □印  

 備考 （略）   
附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


